
表－１ 技術職種別の資格要件（技師Ｂと同等と認める者） 

技術職種 平成２３年度以降、管理員として配置できる資格要件 

全職種共通 
下記のいずれかの資格を有し、技師Ｃとして５年以上の経験※１を有し、かつ管理技術者※２とし

て３年以上の経験を有する者※ 

土木 
技術士（総合技術監理部門※３、建設部門※４、農業部門※５、森林部門※６）、ＲＣＣＭ※７、土木

学会（特別上級技術者・上級技術者※８） 

造園 
技術士（総合技術監理部門※９、建設部門※４、森林部門※１０）、ＲＣＣＭ※１１、土木学会（特別

上級技術者・上級技術者※８） 

建築 １級建築士 

機械 
技術士（総合技術監理部門※１２、機械部門※１３、上下水道部門※１４、衛生工学部門※１５）、エネ

ルギー管理士、ＲＣＣＭ（機械部門、上水道及び工業用水道部門、下水道部門） 

電気 
技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、第１種電気主任技術

者、第２種電気主任技術者、エネルギー管理士、ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

通信 

技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、第１級陸上無線技術

士、第１級総合無線通信士、電気通信主任技術者（伝送交換主任技術者・線路主任技術者）、情

報処理の促進に関する法律に定める試験※１９、ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

※１：旧日本道路公団（ＪＨ）又はＮＥＸＣＯが発注した施工（調査等）管理員業務において管理員のうち技

師Ｃとして配置された経験年数をいう。なお、技師Ｃの経験年数には管理技術者の経験年数を含むこと

ができます。 

※２：ＪＨ又はＮＥＸＣＯが発注した施工（調査等）管理員業務において配置された管理技術者をいいます。 

※３：総合技術監理部門の専門科目は、土質及び基礎、鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ、都市及び地方計画、河川・砂防及

び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、ﾄﾝﾈﾙ、施工計画・施工設備及び積算、建設環境、

農業土木、森林土木 

※４：建設部門の専門科目は、土質及び基礎、鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ、都市及び地方計画、河川・砂防及び海岸・

海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、ﾄﾝﾈﾙ、施工計画・施工設備及び積算、建設環境 

※５：農業部門の専門科目は、農業土木 

※６：森林部門の専門科目は、森林土木 

※７：ＲＣＣＭの部門は、河川・砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、農業土木、森

林土木、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾄﾝﾈﾙ、施工計画・施工設備

及び積算、建設環境 

※８：特別上級技術者・上級技術者・１級技術者の部門は、鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ、地盤・基礎、流域・都市、調査・計

画、設計、施工・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、防災、総合、河川・流域、海岸・海洋、都市・地域、ﾄﾝﾈﾙ・地下、

橋梁、調査・測量、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

※９：※３（農業土木は除く）及び林業 

※１０：※６及び林業 

※１１：※７及び造園 

※１２：総合技術監理部門の専門科目は、機械、上下水道、衛生工学 

※１３：機械部門の専門科目は、機械設計、材料工学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、流体工学、

加工・ﾌｧｸﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ及び産業機械、交通・物流機械及び建設機械、ﾛﾎﾞｯﾄ、情報・精密機器 

※１４：上下水道部門の専門科目は、上水道及び工業用水道、下水道、水道環境 

※１５：衛生工学部門の専門科目は、大気管理、水質管理、廃棄物管理、空気調和、建築環境 

※１６：総合技術監理部門の専門科目は、電気電子、情報工学 

※１７：電気電子部門の専門科目は、発送配変電、電気応用、電子応用、情報通信、電気設備 



※１８：情報工学部門の専門科目は、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ工学、ｿﾌﾄｳｪｱ工学、情報ｼｽﾃﾑ・ﾃﾞｰﾀ工学、情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 

※１９：情報処理の促進に関する法律に定める試験は、ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験、ｼｽﾃﾑ監査技

術者試験、IT ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験、IT ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験、ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験、ｴﾝ

ﾍﾞﾃﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験、情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験 

※  ：技師Ｃ、管理技術者の経験には、ＪＨ又はＮＥＸＣＯにおいて、課長、工事長又は助役以上で従事し

た期間を含む。 

 

表－２ 技術職種別の資格要件（技師Ｃと同等と認める技術者） 

技術職種 平成２３年度以降、管理員として配置できる要件 

全職種共通 下記のいずれかの資格を有し、技術員として３年以上の経験※２０を有する者※ 

土木 
技術士（総合技術監理部門※３、建設部門※４、農業部門※５、森林部門※６）、１級土木施工管理技

士、ＲＣＣＭ※７、土木学会（特別上級技術者・上級技術者・１級技術者※８） 

造園 
技術士（総合技術監理部門※９、建設部門※４、森林部門※１０）、１級造園施工管理技士、ＲＣＣ

Ｍ※１１、土木学会（特別上級技術者・上級技術者・１級技術者※８） 

建築 １級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士、建築設備士 

機械 

技術士（総合技術監理部門※１２、機械部門※１３、上下水道部門※１４、衛生工学部門※１５）、１級

管工事施工管理技士、浄化槽技術管理者、建築設備士、エネルギー管理士、ＲＣＣＭ（機械部

門、上水道及び工業用水道部門、下水道部門） 

電気 

技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、１級電気工事施工管

理技士、第１種電気工事士、第１種電気主任技術者、第２種電気主任技術者、第３種電気主任

技術者、エネルギー管理士、ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

通信 

技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、１級電気工事施工管

理技士、第１級陸上無線技術士、第２級陸上無線技術士、第１級総合無線通信士、第２級総合

無線通信士、電気通信主任技術者（伝送交換主任技術者・線路主任技術者）、電気通信設備工事

担当者（ＡＩ・ＤＤ総合種、ＡＩ第１種、ＤＤ第１種）、情報処理の促進に関する法律に定める

試験※２１、ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

下記以外の注釈（※）は、前記のとおり。 

※２０：ＪＨ又はＮＥＸＣＯが発注した施工（調査等）管理員業務において管理員のうち技術員として配置さ

れた経験年数をいいます。 

※２１：※１９及び応用情報技術者試験 

※  ：技術員の経験には、ＪＨ又はＮＥＸＣＯにおいて、課長、工事長又は助役以上で従事した期間を含む。 

 

表－３ 技術職種別の資格要件（技術員と同等と認める者） 

技術職種 平成２３年度以降、管理員として配置できる要件 

全職種共通 下記のいずれかの資格を有する者 

土木 

技術士（総合技術監理部門※３、建設部門※４、農業部門※５、森林部門※６）、１級土木施工管理技

士、２級土木施工管理技士、ＲＣＣＭ※７、土木学会（特別上級技術者・上級技術者・１級技術

者※８、２級技術者） 

造園 

技術士（総合技術監理部門※９、建設部門※４、森林部門※１０）、１級造園施工管理技士、２級造

園施工管理技士、ＲＣＣＭ※１１、土木学会（特別上級技術者・上級技術者・１級技術者※８、２

級技術者） 

建築 １級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士、２級建築施工管理技士、建築設備士 



機械 

技術士（総合技術監理部門※１２、機械部門※１３、上下水道部門※１４、衛生工学部門※１５）、１級

管工事施工管理技士、２級管工事施工管理技士、浄化槽技術管理者、浄化槽管理士、浄化槽設

備士、消防設備士（甲種）、建築設備士、エネルギー管理士、ＲＣＣＭ（機械部門、上水道及び

工業用水道部門、下水道部門） 

電気 

技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、１級電気工事施工管

理技士、２級電気工事施工管理技士、第１種電気工事士、第１種電気主任技術者、第２種電気

主任技術者、第３種電気主任技術者、エネルギー管理士、ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

通信 

技術士（総合技術監理部門※１６、電気電子部門※１７、情報工学部門※１８）、１級電気工事施工管

理技士、２級電気工事施工管理技士、第１級陸上無線技術士、第２級陸上無線技術士、第１級

総合無線通信士、第２級総合無線通信士、第１級陸上特殊無線技士、電気通信主任技術者（伝

送交換主任技術者・線路主任技術者）、電気通信設備工事担当者（ＡＩ・ＤＤ総合種、ＡＩ第１

種、ＡＩ第２種、ＤＤ第１種、ＤＤ第２種）、情報処理の促進に関する法律に定める試験※２２、

ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

下記以外の注釈（※）は、前記のとおり。 

※２２：※２１及び基本情報技術者試験 

 

■施工（調査等）管理員制度に関する問合せ先：  

東日本高速道路(株) 技術部 技術管理課 03-3506-0111（代表） 

中日本高速道路(株) 企画本部 環境・技術部 技術管理チーム 052-222-1620（代表）  

西日本高速道路(株) 建設事業部 建設事業統括グループ 06-6344-4000（代表） 

■Ｈ２２年度の講習会に関する問合せ先： 

（財）高速道路調査会 事業部 講習企画課 03-6436-2080 

 


